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　　　　　　　　　目　　　　　次

　　　　　　　　告　　　　　示

○土壌汚染対策法第11条第１項の規定に基づく形質変更時要
届出区域の指定

○身体障害者福祉法による医師の指定
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律による指定自立支援医療機関の指定
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律による指定自立支援医療機関の所在地変更
○道路の区域の変更
○道路の供用の開始
○都市計画道路事業の事業計画の変更認可
　（名古屋都市計画道路事業３・４・108号守山本通線）
○都市計画道路事業の事業計画の変更認可
　（名古屋都市計画道路事業７・６・69号小幡東１号線）
○都市計画道路事業の事業計画の変更認可
　（名古屋都市計画道路事業７・６・70号小幡東２号線）
○都市計画道路事業の事業計画の変更認可
　（名古屋都市計画道路事業７・６・71号喜多山１号線）
○都市計画道路事業の事業計画の変更認可
　（名古屋都市計画道路事業７・６・72号喜多山２号線）
○都市計画道路事業の事業計画の変更認可
　（名古屋都市計画道路事業７・６・603号西市場廻間線）
○愛知県県営住宅条例第38条に規定する駐車場

　　　　　　　　病院事業庁告示

○県立病院における使用料の細目料金の一部改正

　　　　　　　　公　　　　　告

○土地改良区の役員の住所変更
　（豊川総合用水土地改良区）
○土地改良区連合の役員の退任
　（矢作北部土地改良区連合）
○公共測量の実施
○公共測量の終了
○都市計画地区計画の関係図書の縦覧
○都市計画生産緑地地区等の関係図書の縦覧
○土地区画整理組合の理事の氏名及び住所
○一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定の

取消し
○一の敷地とみなすことによる制限の緩和の認定
○開発行為の許可に基づく工事完了
○愛知県がんセンターの特Ａ重油に関する一般競争入札の実

施
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　　　　　　　　　　　　　　　　 告 示

愛知県告示第55号
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定に基づき、形質変更時要届出区域を次のよう
に指定する。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類

丹羽郡扶桑町大字高雄字北郷188番１の一部で次の図に示
す区域（面積505.52㎡）

砒
ひ

素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物

　（「次の図」は省略し、その図面を愛知県環境局環境政策部水大気環境課及び尾張県民事務所環境保全課において
閲覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第56号
　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師を令和５年２月１日次のように
指定した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　

医師の氏名 診 断 障 害 部 位 診 療 に 従 事 す る 医 療 機 関
名 称 所 在 地

本部　和也 呼吸器機能障害 公立陶生病院 瀬戸市

岩田　浩志 肢体不自由 愛知県医療療育総合センター中央病院 春日井市

前田さやか じん臓機能障害 医療法人有心会おおの腎泌尿器科 豊川市

西澤　俊久 音声・言語機能障害 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 刈谷市

川副　雄史 肢体不自由 公立西知多総合病院 東海市

水野美穗子 肢体不自由、呼吸器機能障害 社会福祉法人大同宏緑会重心施設にじいろの
いえ

同

田村　　泉 肢体不自由 同 同

山田　芳司 心臓機能障害 岩倉病院 岩倉市

福井　重文 心臓機能障害、呼吸器機能障害 藤田医科大学病院 豊明市

榊原　聡子 肢体不自由、音声・言語機能障害、
そしゃく機能障害

医療法人瑞頌会尾張温泉かにえ病院 海部郡蟹江町

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第57号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の
規定に基づき、次のように指定自立支援医療機関の指定をした。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
育成医療及び更生医療を担当する指定自立支援医療機関
　薬局

○愛知県議会議員用２in １型ノートパソコンの賃貸借に関
する一般競争入札の実施

（議会事務局総務課） 11
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名 称 所 在 地 指 定
年月日

Ｖ・ｄｒｕｇ豊川薬局 豊川市諏訪４－179 令和
５. １. １

きらり調剤薬局 西尾市吉良町吉田船戸２－１ 同

Ｖ・ｄｒｕｇ桃花台薬局 小牧市高根１－288－２ 同

そらいろ薬局 東海市大田町下前田12－第１ ５. ２. １

深泉堂薬局 大府市共和町西流レ118－３ ５. １. １

おひさま薬局尾張旭店 尾張旭市南栄町旭ヶ丘64－９ ５. ２. １

太陽堂薬局 みよし市三好丘２－４－１ ４. ４. １

トーカイ薬局七宝店 あま市七宝町沖之島九之坪51 ５. １. １

スギ薬局東郷店 愛知郡東郷町大字春木字塩田1816番地１ ５. ２. １

はなつね薬局 海部郡大治町大字花常字中切59番 同

　訪問看護ステーション等
名 称 所 在 地 指 定

年月日
あいあい訪問看護 丹羽郡扶桑町大字柏森字天神301番地１　ラ・プルミエール302号 令和

５. １. １
訪問看護アイサポート東浦 知多郡東浦町大字生路字小太郎12番１ 同

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第58号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定に
基づき、次の指定自立支援医療機関から所在地を変更した旨の届出があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
育成医療及び更生医療を担当する指定自立支援医療機関
　薬局

名 称 所 在 地 変　更
年月日変 更 前 変 更 後

イオン薬局イオンスタイル
長久手

長久手市長久手中央土地区画整理事
業地内５－10－11街区

長久手市勝入塚501番地 令和
４. ９.26

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第59号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設局道路維持課において一般の縦覧に供する。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　

道路の
種　類 路 線 名

道 路 の 区 域
新 旧
別 区 間 敷地の幅員 延 長

県道 土岐足助線 旧 豊田市下中町下中2250番1地先から同2250番2地先ま
で

ｍ
7.4 ～ 14.2

km
0.028

新 同 同 同

旧 豊田市上中町花ノ木2025番１地先 6.8 ～ 11.0 0.035

新 同 7.5 ～ 19.4 同

旧 豊田市上中町綱所1330番１地先から同1339番１地先
まで

7.1 ～ 15.2 0.062

新 同 8.6 ～ 18.9 同

旧 豊田市上中町花ノ木1997番４地先 32.8 ～ 37.1 0.024

新 同 33.6 ～ 37.6 同
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岡崎作手清岳線 旧 岡崎市石原町字西横手21番１地先  10.2 ～ 10.5 0.027

新 同 10.2 ～ 13.9 同

子宝愛西線 旧 弥富市又八二丁目122番17地先から同又八三丁目41番
１地先まで

11.0 ～ 11.9 0.244

新 同 11.5 ～ 12.5 同

富岡大海線 旧 新城市黒田字深田２番１地先から同10番１地先まで  7.9 ～ 10.4 0.051

新 同  7.0 ～ 9.9 同

一宮弥富線 旧 弥富市鯏浦町未新田20番３地先から同五明町小赤津
外2072番７地先まで

9.2 ～ 21.4 0.117

新 同 10.9 ～ 22.6 同

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第60号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
　その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設局道路維持課において一般の縦覧に供する。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
道路の
種　類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

県道 富岡大海線 新城市黒田字深田１番１地先から同10番１地先まで 令和５年２月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第61号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
名古屋市 名古屋都市計画道路事業３・

４・108号守山本通線
平成12年３月３日から
令和９年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　なし

名古屋市役
所

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第62号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
名古屋市 名古屋都市計画道路事業７・

６・69号小幡東１号線
平成12年３月３日から
令和９年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　なし

名古屋市役
所

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第63号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
名古屋市 名古屋都市計画道路事業７・

６・70号小幡東２号線
平成12年３月３日から
令和９年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　なし

名古屋市役
所
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愛知県告示第64号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
名古屋市 名古屋都市計画道路事業７・

６・71号喜多山１号線
平成12年３月３日から
令和９年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　なし

名古屋市役
所

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第65号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
名古屋市 名古屋都市計画道路事業７・

６・72号喜多山２号線
平成12年３月３日から
令和９年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　なし

名古屋市役
所

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第66号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次
のように認可した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事 業 施 行 期 間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所
清須市 名古屋都市計画道路事業７・

６・603号西市場廻間線
平成30年９月28日から
令和６年３月31日まで

収用の部分
　変更なし
使用の部分
　変更なし

清須市役所

　　　　　　　　　　　　　　　　
愛知県告示第67号
　愛知県県営住宅条例（昭和28年愛知県条例第13号）第38条の規定に基づき、知事が定める駐車場を次のよ
うに定め、令和５年３月１日から施行する。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
駐車場を設置する県営住宅 所 在 地

瀬戸住宅 瀬戸市

　　　　　　　　　　　　　　　　 病院事業庁告示

愛知県病院事業庁告示第３号
　平成31年愛知県病院事業庁告示第５号（県立病院における使用料の細目料金）の一部を次のように改正し、
令和５年１月４日から適用する。ただし、分べんに係る子（多胎分べんの場合には、１子目の子）のべん出
時刻が同月10日、同月16日、同月23日、同月30日、同年２月６日及び同月13日の午前０時から午前６時前ま
で及び午後10時から午後12時前までの間並びに同年１月７日、同月14日、同月21日、同月28日、同年２月４
日及び同月11日の午前６時から午後10時前までの間にある場合における分べん料及び分べん介助料の額は、
なお従前の例による。
　　令和５年２月17日

愛知県病院事業管理者　　　　　　
病院事業庁長　髙　橋　　　隆　

　県立病院における使用料の細目料金の表中「月曜日、」を「土曜日、」に改め、「（以下「休日」という。）」
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及び「ただし、月曜日が休日に該当する場合は、当該月曜日の翌日以降の最初の休日でない日を含み、土曜
日が休日に該当する場合は、当該土曜日を除く。」を削る。

　　　　　　　　　　　　　　　　 公 告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定に基づき、豊川総合用水土地改良区の役員が次
のように住所を変更した旨の届出があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
監事　㓛刀由紀子　豊橋市有楽町98サニークエスト有楽２－Ａ
　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する同法第18条第17項の規定に基づき、矢作北
部土地改良区連合の役員が次のように退任した旨の届出があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
　　退任役員
理事　中垣　重治　豊田市御作町松木平544－１
　　　　　　　　　　　　　　　　
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき、豊田加茂建
設事務所長から次のように公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
作 業 地 域 作 業 期 間 作 業 種 類

豊田市 令和４年11月５日から
令和５年３月14日まで

公共測量（砂防基盤図作成）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき、豊橋市長か
ら次のように公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
作 業 地 域 作 業 期 間 作 業 種 類

豊橋市吾妻町及び栄町 令和５年２月８日から
令和５年３月15日まで

公共測量（基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき、北名古屋市
長から次のように公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
作 業 地 域 作 業 期 間 作 業 種 類

北名古屋市二子 令和５年２月８日から
令和５年３月31日まで

公共測量（基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、愛知県公営
企業管理者企業庁長から次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
作 業 地 域 作 業 期 間 作 業 種 類

刈谷市半城土町及び高須町 令和４年７月５日から
令和５年１月16日まで

公共測量（基準点測量、水準測量、路線測量及び数値
地形図作成）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき、豊橋市長か
ら次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
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作 業 地 域 作 業 期 間 作 業 種 類
豊橋市野田町、萱町、高師本郷町
及び飯村南２丁目

令和４年11月28日から
令和５年１月19日まで

公共測量（基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定による都市計画の図書の写しの送付を受けたので、
同条第２項の規定により次のとおり一般の縦覧に供する。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
１⑴　都市計画決定権者の名称
　　　一宮市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　尾張都市計画大和町南高井地区計画
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び一宮市役所
２⑴　都市計画決定権者の名称
　　　刈谷市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　西三河都市計画刈谷駅北口周辺地区計画
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び刈谷市役所
３⑴　都市計画決定権者の名称
　　　幸田町
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　西三河都市計画須美東山工業団地地区計画
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び幸田町役場
４⑴　都市計画決定権者の名称
　　　田原市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　東三河都市計画弥八島地区計画
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び田原市役所
　　　　　　　　　　　　　　　　
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定において準用する同法第20条第１項の規定によ
る都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項の規定において準用する同法第20条第２項
の規定により次のとおり一般の縦覧に供する。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
１⑴　都市計画決定権者の名称
　　　津島市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　名古屋都市計画生産緑地地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び津島市役所
２⑴　都市計画決定権者の名称
　　　北名古屋市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　名古屋都市計画生産緑地地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び北名古屋市役所
３⑴　都市計画決定権者の名称
　　　春日井市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　尾張都市計画生産緑地地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び春日井市役所
４⑴　都市計画決定権者の名称
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　　　江南市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　尾張都市計画生産緑地地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び江南市役所
５⑴　都市計画決定権者の名称
　　　岩倉市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　尾張都市計画生産緑地地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び岩倉市役所
６⑴　都市計画決定権者の名称
　　　常滑市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　知多都市計画用途地域
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び常滑市役所
７⑴　都市計画決定権者の名称
　　　岡崎市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　西三河都市計画特別用途地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び岡崎市役所
８⑴　都市計画決定権者の名称
　　　刈谷市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　西三河都市計画用途地域
　　　西三河都市計画防火地域及び準防火地域
　　　西三河都市計画生産緑地地区
　　　西三河都市計画道路８・７・557号桜町線
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び刈谷市役所
９⑴　都市計画決定権者の名称
　　　知立市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　西三河都市計画生産緑地地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び知立市役所
10⑴　都市計画決定権者の名称
　　　豊川市
　⑵　都市計画の種類及び名称
　　　東三河都市計画特別用途地区
　⑶　縦覧場所
　　　愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課及び豊川市役所
　　　　　　　　　　　　　　　　
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第29条第１項の規定に基づき、幸田深溝里土地区画整理組合か
ら就任した理事の氏名及び住所の届出があった。
　　令和５年２月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県知事　大　村　秀　章　
浅田　恭平　額田郡幸田町大字深溝字小杉山52
金子　一元　同　　　　　大字深溝字大皿９
黒野　幸夫　同　　　　　大字深溝字下屋敷11
千賀　健司　同　　　　　大字深溝字小杉山93

有限会社ミ　同　　　　　大字深溝字曲松21－１
ノル商事
取締役
笹野　康男
石原　成員　同　　　　　大字高力字仏山21

　　　　　　　　　　　　　　　　
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の５第２項の規定に基づき、令和５年１月30日次の公告認定
対象区域内の建築物に係る同法第86条の２第１項の規定による認定を取り消した。
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　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
公告認定対象区域
　碧南市鷲塚町６－８－１、６－51－１及び６－103
　　　　　　　　　　　　　　　　
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条第２項の規定に基づき、一の敷地とみなすことによる制限の
緩和に係る認定をしたので、次のとおり公告する。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
認 定 番 号 認 定 年 月 日 認 定 に 係 る 対 象 区 域 対 象 区 域 等 の 縦 覧 場 所

４西建49－５ 令和５．１．30 碧南市鷲塚町６－８－１の一部、６－
51－１及び６－103

愛知県西三河建設事務所建築課
　岡崎市明大寺本町１－４

　　　　　　　　　　　　　　　　
　次の都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定に基づき許可した開発行為に関する工事は
完了した。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
許可番号 許　可

年月日 開発許可を受けた者の氏名 開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 開発区域に含まれる地域の名称
31尾建
96－280

令和
２. ３.16

あま市長　村上　浩司 あま市木田戌亥18－１ あま市七宝町沖之島深坪１ほか
92筆の全部及び深坪107－３の一
部

３尾建
96－165

３.11.15 祖父江知奈美 日進市岩崎町西ノ平62－１ 長久手市観音堂218－１

３知建
59－４

３. ５. ６ 平山　知英 知多郡武豊町大字東大高字豊倉新
田10－１

知多郡南知多町大字豊丘字新屋
敷106－６

　　　　　　　　　　　　　　　　
　次のとおり一般競争入札に付します。
　なお、本調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
372号）の規定が適用される調達契約に該当する場合があります。
　　令和５年２月17日

愛知県病院事業管理者　　　　　　
病院事業庁長　髙　橋　　　隆　

１　調達内容
　⑴　調達案件の名称、数量及び契約方法
　　　特Ａ重油　72,000リットル（予定）、単価契約
　⑵　調達案件の特質等
　　　硫黄分（質量パーセント）0.1以下とします（詳細は、入札説明書によります。）。
　⑶　納入期間
　　　令和５年４月１日（土）から令和５年６月30日（金）まで
　⑷　納入場所
　　　愛知県がんセンター（名古屋市千種区鹿子殿１－１）
　⑸　今後の納入予定数量及び入札公告予定時期
　　　愛知県がんセンター　特Ａ重油　142,000リットル（予定）
　　　令和５年５月頃
　⑹　入札方法

ア　この入札は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステムである電子入札システム（以
下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成
12年法律第102号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子証明書又
は商業登記法（昭和38年法律第125号）に基づき登記官が作成した電子証明書のうち、一般財団法人
日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカード

（以下「ＩＣカード」という。）が必要です。
　　電子入札システムにより難い場合は、紙による入札書の提出により入札に参加することができます。
イ　詳細な入札方法は、愛知県病院事業庁物品等電子調達実施要領によるものとします。
　　アドレス　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/byoin-keiei/0000043830.html
ウ　入札金額は、１リットル当たりの単価を小数点第２位まで記載してください。なお、落札決定に当

たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって
落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
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かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

２　競争参加資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
⑵　この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関

する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）１⑴アに規定する調達契
約からの排除措置を受けていない者であること。

⑶　この公告の日から開札の日までの期間において、病院事業庁指名停止等取扱要領に基づく指名停止の
措置を受けていない者であること。

⑷　物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿（令和４年４月～令和６年３月）「01．物品の製造・
販売」のうち「23．燃料」に登録されている者であること。

⑸　地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき、病院事業庁長が定める資格（事業所の所在地に
関する必要な資格を除く。）を有する者であること。

３　入札説明書の交付方法等
⑴　入札説明書の交付方法
　　令和５年２月17日（金）から令和５年３月16日（木）午後５時までの電子入札システムの稼働時間内

に、電子入札システムにアクセスし、ダウンロードして入手してください。
　　アドレス　https://www.buppin.e-aichi.jp/index.html
　　なお、電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日及び12月29日から翌年１月３日までの日以外の日の午前８時から午後８時まで
です。

⑵　入札期間
　　令和５年３月28日（火）午前９時から令和５年３月29日（水）午後５時まで（電子入札システムの稼

働時間は、⑴のとおり。）
　⑶　開札の日時及び場所
　　　令和５年３月30日（木）　午前９時
　　　愛知県がんセンター運用部管理課
　⑷　問合せ先
　　　愛知県がんセンター運用部管理課予算・調達グループ
　　　　名古屋市千種区鹿子殿１－１（郵便番号464－8681）
　　　　電話（052）762－6111　内線2234
４　その他
　⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限ります。
　⑵　入札保証金

　　入札に参加しようとする者は、契約希望単価に数量を乗じて得た見積金額の100分の５以上の金額の
入札保証金（愛知県病院事業庁財務規程（平成16年愛知県病院事業庁管理規程第25号。以下「財務規程」
という。）第145条に定める入札保証金に代わる担保を含む。）を開札期日までに納めなければなりません。
ただし、財務規程第144条の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありま
せん。

⑶　入札の無効
　　財務規程第142条（入札の無効）の規定に該当する入札及びＩＣカードを不正に使用して行った入札は、

無効とします。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　競争入札参加者に要求される事項

　　入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を令和５年２月17日（金）
午前９時から令和５年３月16日（木）午後５時までの間に、電子入札システムにより提出しなければな
りません（電子入札システムの稼働時間は、３⑴のとおり。）。なお、提出した書類について説明を求め
られたときは、これに応じなければなりません。

　　提出された競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を審査した結果、当該調達案件を請け負うこと
ができると認められた者に限り、落札の対象とします。

⑹　落札者の決定方法
　　財務規程第147条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。
　⑺　調達の条件
　　　本調達は、議会における当該調達に係る予算の成立を条件とするものです。
　⑻　その他
　　　詳細は、入札説明書によります。
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５　Summary

⑴　Nature and quantity of the products to be purchased: 72,000 litters of fuel oil for Aichi Cancer Center
⑵　Bidding period: 9:00 a.m., March 28, 2023 - 5:00 p.m., March 29, 2023
⑶　Contact point for the notice: Budget and Procurement Group, General Affairs Division, Administration Office, 

Aichi Cancer Center
1-1 Kanokoden, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi 464-8681 Japan
Tel. 052-762-6111 Ext. 2234

　　　　　　　　　　　　　　　　
　次のとおり一般競争入札に付します。
　なお、本調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
372号）の規定が適用される調達契約に該当する場合があります。
　　令和５年２月17日

愛知県知事　大　村　秀　章　
１　調達内容

⑴　調達案件の名称及び数量
　　愛知県議会議員用２in １型ノートパソコン賃貸借業務　一式　131組
⑵　調達案件の仕様等
　　入札説明書で示す仕様等とします。なお、賃貸借には、当該機器の保守等を含みます。
⑶　賃貸借期間
　　令和５年６月１日（木）から令和９年５月31日（月）まで
　　（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３の規定に基づく長期継続契約）
⑷　納入場所
　　入札説明書で示す場所とします。
⑸　入札方法等

ア　この入札は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステムである電子入札システム（以
下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成
12年法律第102号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子証明書又
は商業登記法（昭和38年法律第125号）に基づき登記官が作成した電子証明書のうち、一般財団法人
日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を格納しているカード

（以下「ＩＣカード」という。）が必要です。
　　電子入札システムにより難い場合は、事前に県の承認を得て、紙による入札書の提出により入札に

参加することができます。
イ　詳細な入札方法は、愛知県物品等電子調達実施要領によるものとします。
　　アドレス　https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chotatsu/0000017537.html
ウ　入札に当たっては、端末賃借料並びに通信料（５ＧＢ）及び通信料（５ＧＢ超過分）の３項目に金

額を記載してください。なお、通信料を端末賃借料に含ませることはせず、それぞれ３項目には適正
な金額を記載してください。通信料（５ＧＢ超過分）の予定数量は、４年間で480ＧＢ（月当たり１
ＧＢ×10回）としますが、実際の発注数量を保証するものではありません。

エ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算し
た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。

２　競争入札参加資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
⑵　民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者

及び会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない
者であること。

⑶　この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関
する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）１⑴アに規定する調達契
約からの排除措置を受けていない者であること。

⑷　物品の製造等に係る愛知県入札参加資格者名簿（令和４年４月～令和６年３月）の業務の大分類「03．
役務の提供等」、中分類「11．リース・レンタル」のうち小分類「05．情報関連機器」に登録されてい
る者であること。

⑸　この公告の日から開札の日までの期間において、愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止を
受けていない者であること。

３　入札説明書の交付方法等
⑴　入札説明書の交付方法
　　令和５年２月17日（金）午前９時から令和５年３月10日（金）午後５時までの電子入札システムの稼
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働時間内に、電子入札システムにアクセスし、ダウンロードして入手してください。

　　アドレス　https://www.buppin.e-aichi.jp/index.html
　　なお、電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日及び12月29日から翌年１月３日までの日以外の日の午前８時から午後８時まで
です。

⑵　入札期間
　　令和５年３月28日（火）午前９時から令和５年３月29日（水）午後５時まで（電子入札システムの稼

働時間は、⑴のとおり。）
⑶　開札の日時及び場所
　　令和５年３月30日（木）　午前10時
　　愛知県議会事務局総務課
⑷　問合せ先
　　愛知県議会事務局総務課管理グループ
　　　名古屋市中区三の丸三丁目１－２（郵便番号460－8501）
　　　電話（052）954－6734

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨に限ります。
⑵　入札保証金
　　入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の５以上の金額の入札保証金（愛知県財務規則（昭

和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。）第152条の４に定める入札保証金に代わる担保を
含む。）を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規則第152条の３の規定により、全部
又は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。

⑶　入札の無効
　　財務規則第152条（入札の無効）の規定に該当する入札及びＩＣカードを不正に使用して行った入札は、

無効とします。
⑷　契約書作成の要否
　　要
⑸　競争入札参加者に要求される事項
　　入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書及び証明書類を、令和５年２月17日（金）

午前９時から令和５年３月10日（金）午後５時までの間に、電子入札システムにより提出しなければな
りません（電子入札システムの稼働時間は、３⑴のとおり。）。なお、提出した書類について説明を求め
られたときは、これに応じなければなりません。

　　提出された競争入札参加資格確認申請書及び証明書類を審査した結果、当該調達案件を請け負うこと
ができると認められた者に限り、入札への参加を認めます。

⑹　落札者の決定方法
　　財務規則第153条第１項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。
⑺　調達の条件
　　本調達は、議会における当該調達に係る予算の成立を条件とするものです。
⑻　その他
　　詳細は、入札説明書によります。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of products or services to be leased: Leasing contract for 2-in-1 laptop computers for 

members of the Aichi Prefectural Assembly, 131 sets
⑵　Time period for the submission of tenders: Between 9:00 a.m., March 28, 2023, and 5:00 p.m., March 29, 2023
⑶　Contact point: General Affairs Division, Aichi Prefectural Assembly Office

3-1-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-8501 Japan
Tel. 052-954-6734




